
令和５年度鶴田町「生活応援商品券」交付事業について 

鶴田町では物価高騰の影響を受けている住民及び事業者を支援するため、令和５年度

鶴田町「生活応援商品券」を交付します。 

1 交付対象者 

令和 5年１１月 1日時点で鶴田町の住民基本台帳に住民登録されている方。 

（世帯主宛に一括で送付します。） 

2 商品券の交付額 

対象者 1 人につき 3,000円分（1,000 円券×3枚） 

3 使用期間 

令和５年 1２月上旬の発送後から令和６年３月１０日（日） 

申請不要(交付を希望しない方は、配達員へその旨をお申し出ください。) 

4 郵送交付の注意事項 

 ・郵便を受け取れなかった場合は、「不在連絡票」が投函されます。 ただし、初回

配達時に不在であっても「不在連絡票」が投函されない場合もあります。この場合、

複数回配達に伺った後、「不在連絡票」が投函されます。いずれの場合も速やかに再

配達の手続きをお願いいたします。年末の郵便配達の関係上、配達や「不在連絡票」

の投函が令和６年１月中となる場合も想定されますので、予めご了承願います。 


